
8月1日㈮から「℡23-7692」に変更します。

土日運行の実証実験を行います！

予約受付時間を一部変更しました

今出平・諏訪・稲木エリア③

大野田
エリア②

豊島・川田・川田原エリア①

石田・野田・
中市場エリア④

山・臼子・杉山エリア⑤

片山・徳定エリア⑥

まちなかエリア⑦

東新町

新城

野田城

東上

JR飯
田線

●
千郷小学校

川田山田平

杉山北

千郷
中学校
● ●

新城市役所

新城文化会館
　　●

新城郵便局
●

新城警察署
●

●
新城
有教館
高校

豊川
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1 Sバスちさと線を利用しよう！
 問合せ  公共交通対策課 （℡22-9901）ホームページID 376946527

　Sバスちさと線の４便、５便の当日予約ができるようになりました。なお、１便、２便、３便は変更ありません。

　Sバスちさと線は平日のみの運行ですが、右の日程
で土日も運行します。イベントへ行く際には、ぜひご利
用ください。時刻表は、通常運行時と同じです。バス
マップまたは市ホームページをご覧ください。

１日目 7月26日㈯　 ちさと納涼夏祭り。	
（最寄りバス停：ちさと館）

２日目 7月27日㈰　 しんしろ軽トラ市	
（最寄りバス停：亀姫通り）

１便 ２便 ３便
利用する前日の
午後４時まで

利用する当日の
午前 11時まで

４便 ５便
■予約方法
電　話
豊鉄タクシー（℡22-1115）へ�
「Sバスちさと線の予約をしたい」と
伝えてください。

■予約受付時間

インターネット

Sバスちさと線Sバスちさと線
運行区域運行区域

※まちなかエリア、バロー新城店、川田山田平バス停で乗降する場合、
予約は必要ありません。

予約システム▶
「LoCoBuS」
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※歳入、歳出ともに令和5年度からの繰り越し分を含みます。　

2 令和６年度�市の財政状況
 問合せ  財政課 （℡23-7616）

　市では、納付された市税などがどのように使われているのかお知らせするために、
年に２回、財政状況を公表しています。今回は令和7年3月31日現在の状況をお知ら
せします。収入・支出済総額に４月、５月分の収入・支出額が加えられたものが決算額
となります。令和６年度決算額は12月号に掲載します。

そのほか

市債

諸収入

繰越金

県支出金

国庫支出金

地方交付税

地方消費税交付金

市税

そのほか

公債費

教育費

消防費

土木費

商工費

衛生費

民生費

総務費

市民税や固定資産税など

地方消費税のうち人口割合などに応じ
て交付されたお金

使用料、手数料、国県からの交付金（地
方譲与税）など

道路や建物など、長く使う公共施設を
建設するために借りるお金

他の項目に分類されないお金
（貸付金の元利収入など）

前年度の（歳入決算額）ー（歳出決算額）
で残るお金

特定の事業を行うため県から交付され
たお金

特定の事業を行うため国から交付され
たお金

全国の市町村の財政の均衡をとる目的
で国から交付されたお金

73億7,292万円
73億9,930万円

99.6%

94.5%

105.1%

76.8%

61.3%

100%

67.5%

91.6%

25.8%8億9,850万円
34億7,990万円

11億5,348万円
12億2,000万円

29億3,598万円
38億2,517万円

10億1,933万円
16億6,377万円

23億2,489万円
23億2,489万円

7億9,918万円
11億8,373万円

29億3,902万円
32億904万円

67億5,011万円
64億2,003万円

庁舎管理、選挙、戸籍管理など市の全
般的な事務に使われた経費

こども園の運営、子ども医療費助成や障害者福
祉・高齢者福祉の増進などのために使われた経費

その他の経費（議会費、農林水産業費、
災害復旧費など）

借入金を返済するために使われた経費

小・中学校の維持管理や市民の学習・文
化活動などのために使われた経費

消防活動や災害対策などに使われた経費

道路・橋の整備や公園の維持管理など
に使われた経費

商工業の振興や観光施設の維持管理
などに使われた経費

健康増進・疾病予防やごみ・し尿処理施
設の維持管理などに使われた経費

27億9,160万円
38億6,207万円

69億6,630万円
78億8,514万円

8億7,023万円
10億8,922万円

12億6,003万円
21億573万円

15億3,001万円
17億8,264万円

36億1,146万円
47億6,125万円

29億4,697万円
29億4,867万円

18億969万円
28億4,079万円

24億1,663万円
34億5,032万円

72.3%

88.3%

70.0%

79.9%

59.8%

85.8%

75.9%

99.9%

63.7%

予算現額
収入済額

収入率（%）

執行率（%）

予算現額
支出済額

そのほか

市債

諸収入

繰越金

県支出金

国庫支出金

地方交付税

地方消費税交付金

市税

そのほか

公債費

教育費

消防費

土木費

商工費

衛生費

民生費

総務費

市民税や固定資産税など

地方消費税のうち人口割合などに応じ
て交付されたお金

使用料、手数料、国県からの交付金（地
方譲与税）など

道路や建物など、長く使う公共施設を
建設するために借りるお金

他の項目に分類されないお金
（貸付金の元利収入など）

前年度の（歳入決算額）ー（歳出決算額）
で残るお金

特定の事業を行うため県から交付され
たお金

特定の事業を行うため国から交付され
たお金

全国の市町村の財政の均衡をとる目的
で国から交付されたお金

73億7,292万円
73億9,930万円

99.6%

94.5%

105.1%

76.8%

61.3%

100%

67.5%

91.6%

25.8%8億9,850万円
34億7,990万円

11億5,348万円
12億2,000万円

29億3,598万円
38億2,517万円

10億1,933万円
16億6,377万円

23億2,489万円
23億2,489万円

7億9,918万円
11億8,373万円

29億3,902万円
32億904万円

67億5,011万円
64億2,003万円

庁舎管理、選挙、戸籍管理など市の全
般的な事務に使われた経費

こども園の運営、子ども医療費助成や障害者福
祉・高齢者福祉の増進などのために使われた経費

その他の経費（議会費、農林水産業費、
災害復旧費など）

借入金を返済するために使われた経費

小・中学校の維持管理や市民の学習・文
化活動などのために使われた経費

消防活動や災害対策などに使われた経費

道路・橋の整備や公園の維持管理など
に使われた経費

商工業の振興や観光施設の維持管理
などに使われた経費

健康増進・疾病予防やごみ・し尿処理施
設の維持管理などに使われた経費

27億9,160万円
38億6,207万円

69億6,630万円
78億8,514万円

8億7,023万円
10億8,922万円

12億6,003万円
21億573万円

15億3,001万円
17億8,264万円

36億1,146万円
47億6,125万円

29億4,697万円
29億4,867万円

18億969万円
28億4,079万円

24億1,663万円
34億5,032万円

72.3%

88.3%

70.0%

79.9%

59.8%

85.8%

75.9%

99.9%

63.7%

予算現額
収入済額

収入率（%）

執行率（%）

予算現額
支出済額

歳入 予算総額 307億2,583万円 収入済総額 261億9,341万円 収入率 85.2％

歳出 予算総額 307億2,583万円 支出済総額 242億292万円 執行率 78.8％

　市の基本的な事業の経費をまとめた会計で、市税などを財源にしています。



2 .特別会計

3.企業会計

● 国民健康保険事業 ………… 国民健康保険法に基づき医療費の支払いを行う
● 後期高齢者医療 …………… 保険料の徴収や申請・届出などの窓口業務を行う
● 国民健康保険診療所……… 作手地区にある診療所の運営を行う
● 宅地造成事業………………… 定住促進のため、宅地販売を行う
● 病院事業 ……………………… 新城市民病院の運営を行う
● 水道事業 ……………………… 水道施設の新設、維持管理を行う
● 工業用水道事業 …………… 新城有海地区の工業用水道施設の維持管理を行う
● 下水道事業 …………………… 下水道施設の新設、維持管理を行う
● 収益的収支 …………………… 事業の経営活動に伴い発生する収支
● 資本的収支 …………………… 将来の経営活動に備えて行う建設改良などにかかる収支

用語説明

会計名 予算現額 収入済額 支出済額

国民健康保険事業 46億3,407万円 38億8,014万円 41億8,998万円

後 期 高 齢 者 医 療 17億5,826万円 16億1,458万円 16億5,660万円

国民健康保険診療所 8,450万円 3,446万円 7,642万円

宅 地 造 成 事 業 3,490万円 206万円 300万円

合　計 65億1,173万円 55億3,124万円 59億2,600万円

会計名 区分 予算現額 収入済額 支出済額

病 院 事 業
収益的収支 45億2,776万円 37億6,784万円 40億5,241万円

資本的収支 5億2,032万円 1億2,308万円 4億1,582万円

水 道 事 業
収益的収支 16億6,661万円 15億8,912万円 15億687万円

資本的収支 12億2,426万円 5億6,344万円 10億6,883万円

工業用水道事業
収益的収支 1,435万円 1,310万円 1,147万円

資本的収支 89万円 0万円 89万円

下 水 道 事 業
収益的収支 9億4,702万円 10億546万円 8億8,818万円

資本的収支 11億7,064万円 5億8,031万円 9億4,286万円

合　計 100億7,185万円 76億4,235万円 88億8,733万円
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　特定の事業を行う目的で一般会計から分けて経理をする会計です。主に受益者（利用者）の負担金などを
財源にしています。

　病院・水道・下水道など、企業会計方式で経理する会計で、使用料などの収入で経費をまかない住民サー
ビスを提供する会計です。
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令
和
8
年
４
月
採
用
の
市
役
所
職
員

を
募
集
し
ま
す
。募
集
要
項・試
験
申
込

書
を
７
月
1
日
㈫
か
ら
、次
の
場
所
で
配

布
し
ま
す
。

配
布
場
所

◆
秘
書
人
事
課
人
事
係（
４
階
）

◆
市
役
所
総
合
案
内（
１
階
）

◆
各
総
合
支
所
地
域
課

◆
新
城
ま
ち
な
み
情
報
セ
ン
タ
ー

◆
新
城
図
書
館

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。

申
込　
７
月
28
日
㈪
か
ら
８
月
８
日
㈮

ま
で
に
秘
書
人
事
課
人
事
係
へ
申
込
書

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

3
新
城
市
職
員
募
集

（
Ｃ
日
程・秋
実
施
試
験
）

問
合
せ  

秘
書
人
事
課

（
℡
23ｰ

7
6
1
9
）

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ID

１
７
８
４
４
３
１
５
５

第一次試験

保育士・
幼稚園教諭

一般行政職・
学芸員

試験日 8月29日㈮ 8月30日㈯
または31日㈰

内　容 個人実技 自己ＰＲ試験

場　所 市役所４階会議室

※すべて昭和４５年４月２日以降に生まれた方

一緒に
働きましょう！

令和7年度
新規採用職員

試験区分 募集職種 人数 受験資格（年齢・学歴・免許など）

大卒・短大卒

一般行政職
（事務・技師）

２人程度 大学もしくは短大（技師は土木課程）を卒業または令和８年３月末まで
に卒業見込みの方

高校卒 ３人程度 高校（技師は土木課程）を卒業または令和８年３月末までに卒業見込
みの方（大学、短大、専門学校を卒業した方または在学中の方は除く）

障害者 １人程度 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を
受けている方

民間企業等
経験者 ４人程度

令和７年４月末までに民間企業などにおける職務経験が５年以上あり、
採用後その経験が生かせる方
※技師は土木または建築に関する職務経験があり、次のいずれかの
資格を有している方
・土木施工管理技士（１級または２級）
・一級建築士または二級建築士

カムバック ２人程度
令和７年４月末までに新城市職員として実務経験（会計年度任用職
員、任期付職員などは除く）が５年以上あり、結婚・出産・育児・介護な
どの事情により退職した方

大卒・短大卒

学芸員 1人程度

博物館法に定める学芸員資格を有する方または令和8年3月末までに
取得見込みの方で、歴史系(考古)を専門領域とする方

民間企業等
経験者

博物館法に定める学芸員資格を有し、令和7年4月末までに埋蔵文化
財の発掘調査、事務事業および学芸員としての職務経験(正社員・嘱
託職員の期間に限る)が2年以上あり、採用後その経験が生かせる方

実務経験者 保育士・
幼稚園教諭 1人程度

保育士・幼稚園教諭の両方の資格・免許を有し、令和８年３月末までに
実務経験が３年以上あり、その知識経験を生かしてクラスを受け持つ
ことができる方
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4
第
27
回
参
議
院
議
員
通
常
選
挙

問
合
せ		

市
選
挙
管
理
委
員
会

（
℡
23ｰ

7
6
1
7
）

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ID

４
１
９
５
４
３
５
０
８

投
票
日　
７
月
20
日
㈰

投
票
時
間　
午
前
７
時
～
午
後
８
時

投
票
所　
「
投
票
所
入
場
券
」に
記
載
の

投
票
所

※
投
票
所
入
場
券
は
７
月
２
日
㈬
以
降

に
各
家
庭
に
郵
送
し
ま
す
。

※
舟
着
投
票
区
の
投
票
所
は「
鳥
原
児

童
館
」で
す
。

※
開
成
投
票
区
と
巴
投
票
区
を
統
合

し
、「
作
手
中
投
票
区
」（
投
票
所
は
作

手
総
合
支
所
）と
な
り
ま
す
。

投
票
の
で
き
る
方

　
日
本
国
民
か
つ
次
の
条
件
を
満
た
す
方

①�

平
成
19
年
７
月
21
日
以
前
に
生
ま
れ

た
方（
満
18
歳
以
上
の
方
）

②�

令
和
７
年
４
月
２
日
以
前
か
ら
引
き

続
き
市
内
に
住
み
、住
民
基
本
台
帳

に
登
録
さ
れ
て
い
る
方（
令
和
７
年
４

月
３
日
以
降
に
市
へ
転
入
の
届
出
を

し
た
方
は
、前
住
所
地
で
の
投
票
と
な

り
ま
す
。）

選
挙
公
報
の
配
布

　

候
補
者
の
氏
名
、政
党
の
名
称
や
略

称
、政
見
な
ど
を
掲
載
し
た
選
挙
公
報

を
投
票
日
の
２
日
前
ま
で
に
各
家
庭
に

新
聞
折
り
込
み
な
ど
で
配
布
し
ま
す
。

期
日
前
投
票

　

投
票
日
当
日
に
仕
事
や
旅
行
な
ど
の

都
合
で
投
票
所
に
行
く
こ
と
が
で
き
な

い
方
は
、投
票
日
の
前
に
期
日
前
投
票
が

利
用
で
き
ま
す
。

　

期
日
前
投
票
の
際
は
、投
票
所
入
場

券
裏
面
の「
宣
誓
書
」に
必
要
事
項
を
記

入
し
、受
付
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い（
事

前
に
宣
誓
書
に
記
入
し
て
か
ら
お
越
し
い

た
だ
く
と
す
ぐ
に
受
付
が
で
き
ま
す
）。

な
お
、投
票
所
入
場
券
を
忘
れ
た
り
、お

手
元
に
届
い
て
い
な
い
場
合
で
も
受
付
で

配
付
す
る
宣
誓
書
に
記
入
し
て
い
た
だ

く
と
投
票
が
で
き
ま
す
。

扌
東
庁
舎
の
期
日
前
投
票
所
で
は
、曜

日
や
時
間
帯
に
よ
って
混
み
合
う
場
合
が

あ
り
ま
す
。車
で
お
越
し
の
方
は
、東
側

の
第
３
駐
車
場（
砂
利
駐
車
場
）を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

不
在
者
投
票

◆
入
院・入
所
し
て
い
る
方

　
不
在
者
投
票
施
設
に
指
定
さ
れ
た
病

院・福
祉
施
設
な
ど
に
入
院・入
所
し
て

い
る
方
は
、そ
の
施
設
内
で
投
票
が
で
き

ま
す
。希
望
す
る
方
は
、施
設
の
管
理
者

に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

◆
他
市
区
町
村
に
滞
在
し
て
い
る
方

　

長
期
出
張
な
ど
で
他
市
区
町
村
に
滞

在
し
て
い
る
方
は
、滞
在
先
の
市
区
町
村

の
選
挙
管
理
委
員
会
で
投
票
が
で
き
ま

す
。事
前
に
市
選
挙
管
理
委
員
会
へ
投

票
用
紙
な
ど
の
交
付
を
請
求
し
て
く
だ

さ
い
。

◆
障
害
な
ど
で
投
票
所
に
行
け
な
い
方

　
介
護
保
険
被
保
険
者
証
に
要
介
護
状

態
区
分
が「
要
介
護
５
」と
記
載
さ
れ
て

い
る
方
、身
体
障
害
者
手
帳
、戦
傷
病
者

手
帳
を
お
持
ち
で
一
定
の
要
件
に
該
当

す
る
方
は
、郵
便
に
よ
る
投
票
が
で
き
ま

す
。希
望
す
る
方
は
、事
前
に
市
選
挙
管

理
委
員
会
に「
郵
便
等
投
票
証
明
書
」

を
提
示
し（
代
理
人
持
参・郵
送
可
）、投

票
用
紙
な
ど
の
交
付
を
請
求
し
て
く
だ

さ
い
。詳
し
く
は
、市
選
挙
管
理
委
員
会

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

投
票
立
会
人
を
募
集
し
ま
す　
　
　
　

　
市
民
の
皆
さ
ん
に
、政
治
や
選
挙
に
関

心
を
持
っ
て
い
た
だ
き
、選
挙
を
よ
り
身

近
な
も
の
に
感
じ
て
い
た
だ
く
た
め
、参

議
院
議
員
通
常
選
挙
の
期
日
前
投
票
所

の
投
票
立
会
人
を
募
集
し
ま
す
。

　
応
募
要
件
や
申
込
方
法
は
、市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

そ
の
他

　
選
挙
日
程
が
変
更
と
な
っ
た
場
合
は
、

防
災
行
政
無
線
と
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

期日前投票のできる期間と時間

期日前投票所 開設期間 開設時間

新城市役所東庁舎 ７月４日㈮
～19日㈯

８:30～20:00
鳳来総合支所 ７月12日㈯

～19日㈯作手総合支所

※�期間中はいずれの期日前投票所でも投票が
できます。

▲新城市役所東庁舎（第２駐車場（東庁舎西側）より撮影）
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5
国
民
健
康
保
険
の
お
知
ら
せ

問
合
せ  

保
険
医
療
課

	

（
℡
23ｰ

7
6
2
5
）

「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」・ 

「
資
格
確
認
書
」を
送
付
し
ま
す

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ID

6
4
9
7
9
0
1
8
7

　
８
月
１
日
㈮
か
ら
使
用
す
る「
資
格

情
報
の
お
知
ら
せ
」ま
た
は「
資
格
確
認

書
」を
７
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。送
付

す
る
書
類
は
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

保
険
証
利
用
登
録
の
有
無
に
よ
り
異
な

り
ま
す
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
保
険
証
利
用

登
録
を
行
っ
て
い
る
方
→「
資
格
情
報
の

お
知
ら
せ
」

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
保
険
証
利
用

登
録
を
行
っ
て
い
な
い
方
→「
資
格
確
認

書
」高

齢
受
給
者
証
は
発
行
を
終
了
し
ま
す

　
70
歳
～
74
歳
の
国
民
健
康
保
険
被
保

険
者
に
配
布
し
て
い
た
高
齢
受
給
者
証

は
、マ
イ
ナ
保
険
証
ま
た
は
資
格
確
認
書

と
一
体
化
す
る
た
め
、８
月
１
日
㈮
以
降

発
行
を
終
了
し
ま
す
。

限
度
額
適
用
認
定
証
な
ど
の 

更
新
時
期
で
す

　

現
在
の
認
定
証
の
有
効
期
限
は
７
月

31
日
㈭
で
す
。入
院
や
高
額
な
外
来
診

療
の
予
定
が
あ
り
、８
月
以
降
も
引
き

続
き
認
定
証
が
必
要
な
方
は
、８
月
中

に
更
新
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。た
だ

し
、マ
イ
ナ
保
険
証
を
利
用
す
る
場
合

は
、更
新
手
続
き
は
不
要
で
す
。

対
象
と
な
る
認
定
証

◆
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
認
定
証

◆
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用・標
準

負
担
額
減
額
認
定
証

手
続
き
に
必
要
な
も
の

◆
対
象
者
の
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
、ま

た
は
資
格
確
認
書

◆
来
庁
者
の
本
人
確
認
書
類（
運
転
免

許
証
な
ど
）

◆
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
確
認
書
類（
世
帯
主
と

対
象
者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、マ
イ
ナ

ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド
な
ど
）

◆
別
世
帯
の
方
が
申
請
す
る
場
合
は
委

任
状

注
意
事
項

◆
入
院
や
高
額
な
外
来
診
療
の
予
定
が

な
い
場
合
は
、必
要
が
生
じ
た
と
き
に
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
マ
イ
ナ
保
険
証
を
利
用
す
る
場
合
は
、

更
新
手
続
き
は
不
要
で
す
が
、長
期
入

院
該
当
と
な
る
方
は
引
き
続
き
申
請
が

必
要
で
す
。

◆
国
民
健
康
保
険
税
を
滞
納
し
て
い
る

と
限
度
額
適
用
認
定
証
な
ど
の
交
付
を

受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
他　
マ
イ
ナ
保
険
証
が
あ
れ
ば
、窓

口
で
高
額
な
自
己
負
担
額
を
支
払
う
と

き
に
、そ
の
場
で
上
限
額
を
超
え
る
支
払

い
が
免
除
さ
れ
ま
す
。こ
れ
ま
で
必
要
だ

っ
た
事
前
の
限
度
額
適
用
認
定
証
な
ど

の
更
新
手
続
き
が
不
要
に
な
る
の
で
、ぜ

ひ
マ
イ
ナ
保
険
証
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

保
険
税
を
決
定
し
ま
す

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ID

２
９
９
７
２
７
７
８
８

　
令
和
７
年
度
国
民
健
康
保
険
税
納
税

通
知
書
を
世
帯
主
宛
に
送
付
し
ま
す
。

送
付
時
期　
７
月
中
旬

納
付
方
法　
次
の
①
ま
た
は
②
の
方
法

で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。納
め
方
は
納
税

通
知
書
に
記
載
し
て
い
ま
す
。

①
普
通
徴
収（
口
座
振
替
ま
た
は
納
付

書
）

　
７
月
か
ら
令
和
８
年
３
月
ま
で
の
９

回
で
納
付
。

※
納
付
は
原
則
口
座
振
替
で
す
。口
座

振
替
の
手
続
き
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

②
特
別
徴
収（
年
金
天
引
き
）

　
年
金
支
給
月
に
年
金
か
ら
天
引
き
。

そ
の
他　
「
市
民
税・県
民
税
申
告
書
」

や「
確
定
申
告
書
」を
３
月
18
日
㈫
以
降

に
提
出
さ
れ
た
場
合
は
、本
来
と
は
異
な

る
保
険
税
や
自
己
負
担
と
な
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

　
７
月
以
降
に
資
格
の
異
動
や
所
得
額

の
変
更
な
ど
が
あ
っ
た
場
合
は
、保
険
税

額
を
再
計
算
し
、異
動
に
係
る
届
出
を

し
た
月
の
翌
月
に
変
更
通
知
書
を
送
付

し
ま
す
。

計
算
方
法　
国
民
健
康
保
険
税
は
、被

保
険
者
の
人
数
と
前
年
の
所
得
を
基
に
、

世
帯
単
位
で
算
定
し
ま
す
。

保険税
（年額）

所得割 均等割 平等割 課税限度額
医療分 6.8％ 25,800 円 19,400 円 660,000 円
支援分 2.5％ 9,400 円 7,100 円 260,000 円
介護分 2.2％ 10,000 円 5,300 円 170,000 円

※令和７年度は所得割額の税率および医療分・支援分の課税限度額を改正しています。

所得割額

世帯 の 被保険者
の前年中所得金額
×それぞれの所得
割率

均等割額

世帯の被保険者数
×それぞれの均等
割額

平等割額

世帯の被保険者数
にかかわらず一律

※100円未満切捨て
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後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の

お
知
ら
せ

問
合
せ  

保
険
医
療
課

	

（
℡
23ｰ

7
6
2
5
）

資
格
確
認
書
を
送
付
し
ま
す

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ID

５
３
２
９
４
９
５
０
９

　

８
月
１
日
㈮
か
ら
使
用
す
る
資
格

確
認
書
を
７
月
下
旬
に
簡
易
書
留
郵
便

（
転
送
不
要
）で
送
付
し
ま
す
。こ
の
資

格
確
認
書
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
保

険
証
の
利
用
登
録
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、

被
保
険
者
全
員
に
送
付
し
ま
す
。

注
意
事
項　
資
格
確
認
書
に
は
住
所
の

記
載
が
あ
り
ま
せ
ん
。裏
面
の
住
所
記

入
欄
へ
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

限
度
額
適
用・標
準
負
担
額
減
額
認
定
証 

（
減
額
証
）、限
度
額
適
用
認
定
証（
限
度 

額
証
）は
発
行
さ
れ
ま
せ
ん

　

今
後
は
資
格
確
認
書
に
限
度
区
分
が

併
記
さ
れ
、医
療
機
関
を
受
診
す
る
際
は

資
格
確
認
書
１
枚
で
受
診
で
き
ま
す
。

　

新
た
に
限
度
区
分
の
記
載
が
必
要
な

方
は
申
請
が
必
要
で
す
。保
険
医
療
課

ま
た
は
、各
総
合
支
所
地
域
課
で
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

保
険
料
を
決
定
し
ま
す

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ID

１
２
３
１
２
７
４
０
０

　
令
和
７
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
額
決
定
通
知
書
お
よ
び
納
入
通
知
書

を
送
付
し
ま
す
。

送
付
時
期　
７
月
中
旬

納
付
方
法　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

額
決
定
通
知
書
お
よ
び
納
入
通
知
書
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

そ
の
他　
「
市
民
税・県
民
税
申
告
書
」

や「
確
定
申
告
書
」を
３
月
18
日
㈫
以
降

に
提
出
し
た
場
合
は
、本
来
と
は
異
な
る

保
険
料
や
自
己
負
担
と
な
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

計
算
方
法　
保
険
料
は
、被
保
険
者
の

令
和
６
年
中
の
所
得
に
応
じ
て
負
担
す

る「
所
得
割
額
」と
、被
保
険
者
全
員
が

等
し
く
負
担
す
る「
被
保
険
者
均
等
割

額
」を
合
算
し
て
計
算
し
ま
す
。

保
険
料
激
変
緩
和
措
置
の
終
了

　
令
和
６
年
度
の
保
険
料
は
高
所
得
者

に
、よ
り
多
く
の
保
険
料
を
負
担
し
て
い

た
だ
く
こ
と
で
、中
間
所
得
者
層
の
負
担

軽
減
が
図
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、令
和
７

年
度
か
ら
は
所
得
割
率
・
賦
課
限
度
額

と
も
に
一
律
と
な
り
ま
す
。

※1　令和６年中の合計所得金額が
� 2,400万円以下�⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 43万円
� 2,400万円超2,450万円以下� ⋯⋯⋯⋯ 29万円
� 2,450万円超2,500万円以下� ⋯⋯⋯⋯ 15万円
� 2,500万円超�⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯0円

保
険
料
の
軽
減　

　

次
に
該
当
す
る
方
は
保
険
料
の
軽
減

が
あ
り
ま
す
。

◆
職
場
の
健
康
保
険
な
ど
の
被
扶
養
者

だ
っ
た
方

　

所
得
割
が
課
せ
ら
れ
ず
、被
保
険
者

均
等
割
額
が
資
格
取
得
後
２
年
間
は
５

割
軽
減
さ
れ
ま
す
。

◆
所
得
の
低
い
方

　
世
帯
主
と
世
帯
の
被
保
険
者
全
員
の

所
得
の
合
計
が
次
の
表
の
所
得
要
件
以

下
の
世
帯
は
、被
保
険
者
均
等
割
額
が

軽
減
さ
れ
ま
す
。

あ
い
ち
後
期
高
齢
者
医
療 

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ID

３
９
５
５
３
８
３
９
３

　

保
険
料
の
算
定
方
法
、資
格
確
認
書

の
負
担
割
合
、高
額
療
養
費
な
ど
の
各

種
給
付
な
ど
は
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
へ
お
問

合
せ
く
だ
さ
い
。コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
の
利

用
は
通
話
料
が
か
か
り
ま
す
。

電
話　
０
５
７
０-

０
１
１-

５
５
８（
土

日
祝
、年
末
年
始
は
除
く
。た
だ
し
7
月

12
日
㈯
～
8
月
31
日
㈰
は
土
日
祝
も
開

設
し
ま
す
。）

期
間　
令
和
８
年
３
月
31
日
㈫
ま
で

時
間　
午
前
８
時
45
分
～
午
後
５
時
15

分 軽減割合 所得要件

7 割 43万円＋［10万円×（給与所得
者などの人数−1）］以下

5 割
43万円＋（30.5万円×世帯の
被保険者数）＋［10万円×（給
与所得者などの人数−1）］以下

2 割
43万円＋（56万円×世帯の被
保険者数）＋［10万円×（給与
所得者などの人数−1）］以下

保険料（年額）
（限度額 80 万円）
※100円未満切捨て

所得割額

（所得金額－基礎控除額※ 1）
×所得割率 11.13％

被保険者均等割額

被保険者一人当たり
53,438 円

▲新しい資格確認書は青色です
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7
市
長
選
挙
立
候
補
予
定
者

公
開
政
策
討
論
会
の

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果

問
合
せ  

市
民
自
治
推
進
課

	

（
℡
23ｰ

7
6
9
7
）

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果

　

3
月
か
ら
4
月
に
か
け
て
実
施
し
た

公
開
政
策
討
論
会
ア
ン
ケ
ー
ト
の
集
計

が
出
た
の
で
、主
な
結
果
を
公
表
し
ま

す
。こ
の
結
果
を
参
考
に
討
論
テ
ー
マ
な

ど
を
決
定
し
て
い
き
ま
す
。

回
答
者
数

男
性　
１
０
８
人

女
性　
１
０
３
人

無
回
答　
７
人

今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

立
候
補
予
定
者
に
向
け
た
説
明
会

日
時　
８
月
22
日
㈮�

午
後
７
時

場
所　
市
役
所
４
階
会
議
室

第
１
回

日
時　
10
月
７
日
㈫�

午
後
７
時

会
場　
新
城
文
化
会
館
大
ホ
ー
ル

予
備
日　
10
月
９
日
㈭�

午
後
７
時

第
２
回

日
時　
10
月
13
日
㈷�

午
前
10
時

会
場　
新
城
文
化
会
館
大
ホ
ー
ル

予
備
日　
10
月
15
日
㈬�

午
後
７
時

※
台
風
な
ど
に
よ
り
予
備
日
と
な
っ
た

場
合
は
、無
観
客（
放
送
と
配
信
の
み
）で

の
開
催
で
す
。

Ｙｏｕ
Ｔｕ
ｂｅ
ラ
イ
ブ
配
信
な
ど

　
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ（
テ
ィ
ー
ズ
）の
生
放

送
と
再
放
送
に
加
え
、Ｙｏｕ
Ｔｕ
ｂｅ
で

の
ラ
イ
ブ
配
信
と
録
画
配
信
を
予
定
し

て
い
ま
す
。

情
報
の
更
新

　
今
後
も
公
開
政
策
討
論
会
の
開
催
に

向
け
て
市
民
で
構
成
さ
れ
る
実
行
委
員

会
で
検
討
を
重
ね
て
い
き
ま
す
。決
定
し

た
情
報
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
随

時
公
表
し
ま
す
。

80代以上
26人

70代
42人

60代
63人

50代
34人

40代
29人

30代
17人

20代
6人

10代
8人

年代別
回答者数

観光商工
業

農林
業

環境
・エ
ネル
ギー空き

家
公共
交通税財

政

多様
性の
尊重

市民
自治

防災
・減
災

医療
・福
祉

高齢
者教育子育

て人口

どちらでもない聞きたい（人） 聞きたくない

（討論テーマ）

アンケート結果
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ホ
ー
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ペ
ー
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ID
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1
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８
月
22
日
（金）

立
候
補
予
定
者
に

向
け
た
説
明
会
の

開
催

９
月
８
日
（月）
〜
討
論
テ
ー
マ

な
ど
の
検
討

10
月
７
日
（火）

第
１
回

公
開
政
策
討
論
会

開
催

10
月
９
日
（木）

予
備
日

10
月
13
日

（月・祝）

第
２
回

公
開
政
策
討
論
会

開
催

10
月
15
日
（水）

予
備
日

10
月
19
日
（日）

新
城
市
長
選
挙

告
示
日

10
月
26
日
（日）

新
城
市
長
選
挙

投
票
日


